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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

平成20年度
第３四半期連結
累計期間

平成20年度
第３四半期連結
会計期間

平成19年度

(自平成20年 
　４月１日
至平成20年
　 12月31日)

(自平成20年 
　10月１日
至平成20年
　 12月31日)

(自平成19年 
　４月１日
至平成20年
　 ３月31日)

経常収益 百万円 7,727 2,457 10,345

経常利益
（△は経常損失）

百万円 △3,758 △1,452 512

四半期純損失(△) 百万円 △3,440 △1,505 ―

当期純利益 百万円 ― ― 72

純資産額 百万円 ― 16,317 21,928

総資産額 百万円 ― 391,631 382,594

１株当たり純資産額 円 ― 325.41 454.08

１株当たり四半期純損失
金額(△)

円 △77.97 △34.11 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― 1.64

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
金額

円 ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ ― 3.6 5.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △2,284 ― 7,978

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 3,247 ― △8,295

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △227 ― △207

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 ― 5,906 5,175

従業員数 人 ― 440 451

(注) １　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結

財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在

株式がないので記載しておりません。

４　当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に該

当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５　経理の状況」の「２　その他」

中、「(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等」の

「①　損益計算書」にもとづいて掲出しております。

　　なお、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③　１株当たり四半期純損益金額

等」に記載しております。

　

EDINET提出書類

株式会社　富山銀行(E03565)

四半期報告書

 2/27



２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容につい

ては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成20年12月31日現在

従業員数(人)
440

[　 105]

(注) １　従業員数は、嘱託及び臨時従業員105人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

　

(2) 当行の従業員数

平成20年12月31日現在

従業員数(人)
425
[　　88]

(注) １　従業員数は、嘱託及び臨時従業員88人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載し

ておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当ありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ(当行及び連

結会社)が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間の国内経済は、世界的な金融・資本市場の混乱から減速感を一層強め、輸出、

設備投資及び住宅投資が減少したほか、公共投資が低調に推移し、個人消費が弱めの動きとなり、全体とし

て悪化いたしました。

富山県経済も、個人消費がおおむね横ばいで推移したものの、住宅投資が弱めの動きとなったほか、輸出

の減少に加え、設備投資や公共投資が低調に推移するなど、全体として悪化しました。企業活動においては、

内需関連業種の停滞に加え、とくに輸出関連業種の生産減少が目立って来ました。すなわち、製造業は、特殊

鋼、化学品がおおむね横ばいで推移したものの、自動車部品、工作機械、軸受、ロボット関連、半導体関連電子

部品、輸送機械、アルミニウム建材、医薬品、パルプ・紙、工業用プラスチック等が減少となり、繊維が低調に

推移しました。非製造業では、情報サービスはわずかに減少、小売業はおおむね横ばいの動きとなりました

が、建設業は低調に推移しました。

金融面では、リーマンショック等を受けた世界的な金融・資本市場の混乱から、株価が著しく低下したほ

か、短期金利は、日銀の政策金利の誘導目標が当期に入り2度に亘って引き下げられたことから、期末には

0.1％前後の水準となり、長期金利は、期初の1.5％台から徐々に低下し、期末には1.1％台の水準となりまし

た。

このような経済金融環境のもと、第二次中期経営計画（「富山パワーアップ計画」）を推進し、「地域の

皆さまと共に歩み成長・発展する銀行」、「地域の皆さまの為に『最適満足』を提供する銀行」の実現に

向け、全役職員が一致団結して鋭意努力した結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、以下のとお

りとなりました。

主要勘定では、預金は、引き続き地域に密着した営業基盤の拡充に努め、個人預金、法人預金とも順調に推

移した結果、前連結会計年度末比15,070百万円増加して365,891百万円となりました。貸出金は、事業性貸出

及び地方公共団体向け貸出が増加した結果、前連結会計年度末比13,090百万円増加し267,401百万円となり

ました。また、有価証券は、安定収益と流動性確保を目的に効率的なポートフォリオの運営に努めましたが、

金融・資本市場の混乱するなか慎重な運用を行った結果、時価評価後の残高は前連結会計年度末比7,819百

万円減少して89,414百万円となりました。

損益状況については、経常収益は2,457百万円、経常費用は3,910百万円となり、経常損益は1,452百万円の

経常損失、四半期純損益は1,505百万円の四半期純損失となりました。

事業の種類別セグメント状況（含セグメント間の内部取引）については、銀行業の経常収益は1,824百万

円、経常損益は1,452百万円の経常損失となりました。リース業の経常収益は639百万円、経常利益は26百万
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円となりました。その他事業の経常収益は31百万円、経常損益は２百万円の経常損失となりました。

　

国内・国際業務部門別収支

(業績説明)

当第３四半期連結会計期間の資金運用収支は1,360百万円、役務取引等収支は99百万円、その他業務

収支は△1,263百万円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,335 25 ― 1,360

　うち資金運用収益
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,623 37 △12
10

1,637

　うち資金調達費用
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 288 11 △12
10
276

役務取引等収支
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 112 0 △13 99

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 195 2 △17 180

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 83 1 △4 80

その他業務収支
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 △1,263 5 △6 △1,263

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 637 5 △6 637

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,900 ― ― 1,900

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び国内子会社の円建取引であります。

　　「国際業務部門」とは、当行の国内店の外貨建取引であります。

２　資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息

であります。

３　相殺消去額は、当行及び子会社相互間においての取引を相殺消去額として記載しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

(業績説明)

役務取引等収益は180百万円、役務取引等費用は80百万円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 195 2 △17 180

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 68 0 △13 54

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 72 2 △0 75

　うち証券関連業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 17 ― ― 17

　うち代理業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 5 ― ― 5

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 0 ― ― 0

　うち保証業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 19 0 △3 15

役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 83 1 △4 80

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 11 1 △0 12

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び国内子会社の円建取引であります。

　　「国際業務部門」とは、当行の国内店の外貨建取引であります。

２　相殺消去額は、当行及び子会社相互間においての取引を相殺消去額として記載しております。

　

EDINET提出書類

株式会社　富山銀行(E03565)

四半期報告書

 6/27



国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 366,049 564 △721 365,891

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 110,660 ― △149 110,510

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 254,125 ― △572 253,553

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,263 564 ― 1,827

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

総合計
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 366,049 564 △721 365,891

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び国内子会社の円建取引であります。

　　「国際業務部門」とは、当行の国内店の外貨建取引であります。

２　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３　定期性預金＝定期預金＋定期積金

４　相殺消去額は、当行及び子会社相互間においての取引を相殺消去額として記載しております。
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国内・海外別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

　

業種別
平成20年12月31日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

267,401 100.00

　製造業 51,012 19.08

　農業 2,230 0.83

　林業 480 0.18

　漁業 ― ―

　鉱業 151 0.06

　建設業 22,256 8.32

　電気・ガス・熱供給・水道業 2,720 1.02

　情報通信業 2,180 0.82

　運輸業 11,260 4.21

　卸売・小売業 28,703 10.73

　金融・保険業 7,831 2.93

　不動産業 13,135 4.91

　各種サービス業 23,133 8.65

　地方公共団体 41,408 15.48

　その他 60,902 22.78

海外及び特別国際金融取引勘定分 ― ―

　政府等 ― ―

　金融機関 ― ―

　その他 ― ―

合計 267,401―

(注) １　「国内」とは、当行及び国内子会社であります。

　　「海外及び特別国際金融取引勘定分」については当行は該当ありません。

２　国内には国内・国際業務部門の貸出金残高を含んでおります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,737百万円の収入と

なりました。これは主として銀行業において預金が増加したことなどによるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,855百万円の支出と

なりました。これは、有価証券の取得による支出が、有価証券の売却や償還による収入を上回ったこ

とによるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の支出とな

りました。これは主として配当金の支払によるものです。

④現金及び現金同等物の増減状況

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5,906百万円となりま

した。

　

(3) 対処すべき課題

金融機関を取り巻く環境は、ゆうちょ銀行の誕生や金融諸規制緩和の進展に伴う競争の激化、「財務報

告に係る内部統制の評価及び監査」への対応など大きな変革期にあります。

また、厳格な自己査定に基づく適切な償却・引当の実施をはじめ資産内容等経営の健全性確保や適時

適切な情報開示、法令遵守・顧客保護等態勢整備・各種リスク管理態勢の強化のほか、金融商品取引法の

施行などの制度改正に対応し、お客様の立場に立った説明態勢の確立や、よりきめ細やかな金融サービス

の提供・利用者利便性の向上が求められています。

このような中、①ライフサイクルに応じた取引先企業支援の一層の強化、②事業価値を見極める融資手

法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底、③地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済へ

の貢献を通じ、地域密着型金融のさらなる強化に取組んで参ります。

　

(4) 研究開発活動

該当ありません。
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第３ 【設備の状況】

１　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 110,000,000

優先株式 10,000,000

計 120,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,206,00044,206,000
名古屋証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 44,206,00044,206,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当ありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当ありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年12月31日 ― 44,206 ― 5,462,520 ― 4,421,717

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 83,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 43,889,000 43,889 ―

単元未満株式 普通株式 234,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 44,206,000 ― ―

総株主の議決権 ― 43,889 ―

(注)　上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が３千株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が３個含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社富山銀行

高岡市守山町22番地 83,000 ― 83,000 0.18

計 ― 83,000 ― 83,000 0.18

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 344 325 360 370 349 350 345 330 325

最低(円) 318 300 310 325 320 328 299 280 290

(注)　最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年

内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債

の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　

２　当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)

に該当するため、当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)に係る損益の状

況、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等については、「２　その他」に記載しております。

　

３　当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)は、四半期連結財務諸表の作成

初年度であるため、前第３四半期連結累計期間との対比は行っておりません。

　

４　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年12月31日)の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを

受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

現金預け金 9,458 10,739

コールローン及び買入手形 10,100 4,800

買入金銭債権 1,012 1,026

有価証券 ※3
 89,414

※3
 97,234

貸出金 ※1
 267,401

※1
 254,311

外国為替 600 321

リース債権及びリース投資資産 5,309 －

その他資産 3,069 2,920

有形固定資産 ※2
 4,937

※2
 9,814

無形固定資産 221 794

繰延税金資産 2,378 2,001

支払承諾見返 ※3
 2,617

※3
 2,541

貸倒引当金 △4,890 △3,911

資産の部合計 391,631 382,594

負債の部

預金 365,891 350,820

借用金 3,292 3,854

外国為替 2 0

その他負債 2,027 1,840

賞与引当金 － 149

退職給付引当金 539 534

役員退職慰労引当金 140 160

睡眠預金払戻引当金 23 21

偶発損失引当金 44 8

再評価に係る繰延税金負債 734 734

支払承諾 ※3
 2,617

※3
 2,541

負債の部合計 375,313 360,666

純資産の部

資本金 5,462 5,462

資本剰余金 4,421 4,421

利益剰余金 6,223 9,884

自己株式 △34 △30

株主資本合計 16,073 19,737

その他有価証券評価差額金 △2,714 △697

土地再評価差額金 997 997

評価・換算差額等合計 △1,716 300

少数株主持分 1,961 1,890

純資産の部合計 16,317 21,928

負債及び純資産の部合計 391,631 382,594
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31日)

経常収益 7,727

資金運用収益 4,946

（うち貸出金利息） 3,973

（うち有価証券利息配当金） 917

役務取引等収益 563

その他業務収益 2,103

その他経常収益 114

経常費用 11,485

資金調達費用 851

（うち預金利息） 821

役務取引等費用 244

その他業務費用 4,246

営業経費 4,033

その他経常費用 ※1
 2,110

経常損失（△） △3,758

特別利益 23

償却債権取立益 23

特別損失 21

固定資産処分損 21

税金等調整前四半期純損失（△） △3,756

法人税、住民税及び事業税 63

法人税等調整額 △460

法人税等合計 △397

少数株主利益 81

四半期純損失（△） △3,440
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △3,756

減価償却費 346

貸倒引当金の増減（△） 978

賞与引当金の増減額（△は減少） △149

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19

睡眠預金払戻引当金の増減額（△は減少） 2

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 35

資金運用収益 △4,946

資金調達費用 851

有価証券関係損益（△） 2,685

為替差損益（△は益） 7

固定資産処分損益（△は益） 4

貸出金の純増（△）減 △13,090

預金の純増減（△） 15,070

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△562

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 2,012

コールローン等の純増（△）減 △5,286

外国為替（資産）の純増（△）減 △278

外国為替（負債）の純増減（△） 2

資金運用による収入 4,884

資金調達による支出 △725

その他 △215

小計 △2,143

法人税等の支払額 △141

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △14,315

有価証券の売却による収入 8,721

有価証券の償還による収入 8,790

有形固定資産の取得による支出 △66

有形固定資産の売却による収入 117

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △220

少数株主への配当金の支払額 △3

自己株式の取得による支出 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △227

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 731

現金及び現金同等物の期首残高 5,175

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,906
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

　会計処理基準に関する事項の変更 リース取引に関する会計基準

　所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する

会計基準」(企業会計基準第13号平成19年３月30

日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号同前)が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度から適用さ

れることになったことに伴い、中間連結会計期間

から同会計基準及び適用指針を適用しておりま

す。

　これにより、従来の方法に比べ、「リース債権及

びリース投資資産」は5,309百万円、「有形固定資

産」中のリース資産は５百万円、「その他負債」

中のリース債務は５百万円増加し、「有形固定資

産」中のその他の有形固定資産が4,799百万円、

「無形固定資産」中のソフトウェアが547百万円

減少しております。また、経常損失、税金等調整前

四半期純損失はそれぞれ38百万円減少しておりま

す。

　セグメント情報に与える影響については、当該箇

所に記載しております。

(借手側）

　なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に

開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファ

イナンス・リース取引につきましては、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行ってお

ります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　減価償却費の算定方法 　定率法を採用している有形固定資産については、

年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法に

より算定しております。

２　貸倒引当金の計上方法 　「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てて

いる債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、中間連結会計期間末の予想損失率を適

用して計上しております。

３　税金費用の計算 　法人税等につきましては、年度決算と同様の方法

により計算しておりますが、納付税額の算出に係

る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い

項目に限定して適用しております。

４　繰延税金資産の回収可能性の判断 　繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、一時差異の発生状況について中間連結会計期

間末から大幅な変動がないと認められるため、当

該中間連結会計期間末の検討において使用した将

来の業績予測及びタックス・プランニングの結果

を適用しております。

　

EDINET提出書類

株式会社　富山銀行(E03565)

四半期報告書

17/27



【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　税金費用の処理 　連結子会社の税金費用は、当第３四半期会計期間

を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じることによ

り算定しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 2,465百万円

延滞債権額 7,970百万円

３ヵ月以上延滞債権額 56百万円

貸出条件緩和債権額 2,802百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 2,599百万円

延滞債権額 7,913百万円

３ヵ月以上延滞債権額 93百万円

貸出条件緩和債権額 1,766百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額 7,962百万円 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 9,863百万円

※３　有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商

品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債

務の額は、900百万円であります。

※３　有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商

品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債

務の額は、900百万円であります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額1,652百万

円及び株式等償却363百万円を含んでおります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成20年12月31日現在

現金預け金勘定 9,458

普通預け金 △700

定期預け金 △2,619

その他預け金 △231

現金及び現金同等物 5,906
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(株主資本等関係)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

当第３四半期連結
会計期間末株式数

発行済株式

　普通株式 44,206

合計 44,206

自己株式

　普通株式 88

合計 88

　

２　配当に関する事項
　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
金額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 110 2.5平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

平成20年11月14日
取締役会

普通株式 110 2.5平成20年９月30日 平成20年12月10日 利益剰余金

　

基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当ありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

5,791 1,897 38 7,727 ― 7,727

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

39 15 56 112 (112) ―

計 5,831 1,913 95 7,840 (112) 7,727

経常利益(△は経常損失) △3,907 146 33 △3,727 (30) △3,758

(注) １　事業区分は、連結会社の事業内容により区分しております。なお、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、そ

れぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２　各事業の主な内容は次のとおりであります。

 　(1) 銀行業・・・・・銀行業務

 　(2) リース業・・・・リース業務

 　(3) その他事業・・・保証業務等

３　会計方針の変更等

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取

引に関する会計基準」(企業会計基準第13号平成19年３月30日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号同前)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されることに

なったことに伴い、中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しております。この変更により、従来の

方法によった場合に比べ、リース業で経常利益は38百万円増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【国際業務経常収益】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め

られるものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載してお

ります。

　

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年12月31日現在)

　
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 2,238 2,317 79

短期社債 ― ― ―

社債 2,926 2,882 △44

その他 8,112 6,778 △1,333

合計 13,277 11,978 △1,299

(注)　時価は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年12月31日現在)

　

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円)

株式 5,285 5,213 △71

債券 59,267 57,277 △1,989

　国債 23,799 23,128 △671

　地方債 1,003 1,033 29

　短期社債 ― ― ―

　社債 34,464 33,116 △1,347

その他 12,597 11,492 △1,105

合計 77,150 73,983 △3,166

(注) １　四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

したものであります。

２　当第３四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて1,590百万円減損処理を行っ

ております。なお、有価証券の減損にあたっては、第３四半期連結会計期間末時点の時価が取得原価に比べて

50％以上下落した銘柄、30％以上50％未満下落し、第３四半期連結会計期間末前１年間の終値の平均価額が取得

原価に比べて30％以上下落した銘柄（ただし、その他の証券については、30％以上50％未満下落し、第３四半期

連結会計期間末前１ヶ月間の終値の平均価額が取得原価に比べて30％以上下落した銘柄）を原則として減損処

理しております。

　

(金銭の信託関係)

当第３四半期連結会計期間末

該当ありません。
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(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

が認められないため、記載しておりません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当ありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 円 325.41 454.08

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失
金額(△)

円 △77.97

(注) １　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額

　四半期純損失(△) 百万円 △3,440

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 ―

　普通株式に係る
　四半期純損失(△)

百万円 △3,440

　普通株式の
　期中平均株式数

千株 44,123

２　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当ありません。
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２ 【その他】

(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等

当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う

会社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四

半期純損益金額等については、四半期レビューを受けておりません。

①　損益計算書

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

経常収益 2,457

資金運用収益 1,637

（うち貸出金利息） 1,346

（うち有価証券利息配当金） 273

役務取引等収益 180

その他業務収益 637

その他経常収益 2

経常費用 3,910

資金調達費用 276

（うち預金利息） 268

役務取引等費用 80

その他業務費用 1,900

営業経費 1,340

その他経常費用 ※1　　　　　　　　　　312

経常損失 (△) △1,452

特別利益 6

償却債権取立益 6

特別損失 11

固定資産処分損 11

税金等調整前四半期純損失 (△) △1,457

法人税、住民税及び事業税 27

法人税等調整額 15

法人税等合計 43

少数株主利益 4

四半期純損失 (△) △1,505

　

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日)

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額50百万円、株式等償却249百万円を含んでおりま

す。
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②　セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

1,811 632 13 2,457 ― 2,457

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

13 6 18 37 (37) ―

計 1,824 639 31 2,495 (37) 2,457

経常利益(△は経常損失) △1,452 26 △2 △1,429 (23) △1,452

(注) １　事業区分は、連結会社の事業内容により区分しております。なお、一般企業の売上高及び営業利益に代えて、そ

れぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２　各事業の主な内容は次のとおりであります。

 　(1) 銀行業・・・・・銀行業務

 　(2) リース業・・・・リース業務

 　(3) その他事業・・・保証業務等

　

（所在地別セグメント情報）

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　

（国際業務経常収益）

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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③　１株当たり四半期純損益金額等

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失
金額(△)

円 △34.11

(注) １　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額

　四半期純損失(△) 百万円 △1,505

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 ―

　普通株式に係る
　四半期純損失(△)

百万円 △1,505

　普通株式の
　期中平均株式数

千株 44,120

２　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

　

(2) 中間配当

平成20年11月14日開催の取締役会において、第83期の中間配当につき次のとおり決議しました。

 中間配当金額 110百万円

 １株当たりの中間配当金 ２円50銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月９日

株式会社富山銀行

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　村　　啓　　三　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　岩　　崎　　裕　　男　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社富山銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結累計期間（平

成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、

四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社富山銀行及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 (注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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